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い
わ
ゆ
る
判
検
交
流
に
関
す
る
質
問
主
意
書

司
法
を
構
成
す
る
裁
判
所
の
裁
判
官
と
、
行
政
を
構
成
す
る
検
察
庁
の
検
察
官
に
よ
る
い
わ
ゆ
る
判
検
交
流
（
以
下
、
「
判

検
交
流
」
と
い
う
。
）
と
い
う
制
度
に
関
し
、
「
政
府
答
弁
書
一
」
（
内
閣
衆
質
一
七
一
第
五
〇
五
号
）
及
び
「
政
府
答
弁
書

二
」
（
内
閣
衆
質
一
七
一
第
五
七
一
号
）
を
踏
ま
え
、
以
下
質
問
す
る
。

一

「
政
府
答
弁
書
一
」
で
は
、
平
成
二
十
年
に
行
わ
れ
た
「
判
検
交
流
」
に
つ
き
、
裁
判
官
の
職
に
あ
っ
た
者
が
検
察
官
に

任
命
さ
れ
た
者
、
逆
に
検
察
官
の
職
に
あ
っ
た
者
が
裁
判
官
に
任
命
さ
れ
た
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
五
十
六
人
、
五
十
五
人
で

あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、
平
成
二
十
一
年
、
二
十
二
年
（
現
時
点
）
に
お
い
て
、
右
の
者
は
そ
れ
ぞ

れ
何
名
い
る
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

前
自
民
・
公
明
政
権
に
よ
り
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
政
府
答
弁
書
一
」
及
び
「
政
府
答
弁
書
二
」
で
は
、
「
判
検
交
流
」
の

意
義
に
つ
い
て
「
裁
判
官
の
職
に
あ
っ
た
者
か
ら
の
検
察
官
へ
の
任
命
及
び
検
察
官
の
職
に
あ
っ
た
者
か
ら
の
裁
判
官
へ
の

任
命
を
始
め
と
す
る
法
曹
間
の
人
材
の
相
互
交
流
は
、
国
民
の
期
待
と
信
頼
に
こ
た
え
得
る
多
様
で
豊
か
な
知
識
、
経
験
等

を
備
え
た
法
曹
を
育
成
、
確
保
す
る
た
め
、
意
義
あ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
」
、
「
法
曹
は
、
裁
判
官
、
検
察
官
、
弁
護

士
の
い
ず
れ
の
立
場
に
置
か
れ
て
も
、
そ
の
立
場
に
応
じ
て
職
責
を
全
う
す
る
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
り
、
一
元
的
な
法
曹
養

一



成
制
度
や
弁
護
士
の
職
に
あ
っ
た
者
か
ら
の
裁
判
官
及
び
検
察
官
へ
の
任
命
等
も
こ
の
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
法
曹
間
の
人
材
の
相
互
交
流
に
よ
り
、
裁
判
の
公
正
、
中
立
性
が
害
さ
れ
、
『
裁
か
れ
る
者
に
と
っ
て
不
利
な
状

況
』
が
生
ま
れ
る
と
い
っ
た
弊
害
が
生
じ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。
」
と
の
旨
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
当
方

は
、
「
判
検
交
流
」
は
裁
く
側
、
訴
え
る
側
の
二
者
が
交
流
を
深
め
る
こ
と
に
よ
り
、
弁
護
す
る
側
は
入
手
し
得
な
い
情
報

や
人
間
関
係
が
裁
判
官
と
検
察
官
の
間
で
の
み
共
有
さ
れ
る
こ
と
に
つ
な
が
り
、
司
法
の
公
平
性
、
客
観
性
を
歪
め
か
ね
な

い
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
右
も
含
め
、
「
判
検
交
流
」
に
つ
き
、
政
府
は
ど
の
よ
う
な
認
識
を
有
し
て
い
る
の
か
示
さ
れ

た
い
。

三

政
府
と
し
て
、
今
後
と
も
「
判
検
交
流
」
を
変
わ
ら
ず
続
け
て
い
く
考
え
で
い
る
の
か
。
そ
れ
と
も
、
そ
の
意
義
、
問
題

点
等
、
こ
の
制
度
の
あ
り
方
に
つ
い
て
再
考
す
る
考
え
は
あ
る
か
。

右
質
問
す
る
。

二


